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　ご寄附をいただくと、所得税と住民税から寄附額が一定の限度まで控除されるほか、
出雲市独自の取り組みとして、10,000円以上の寄附をされた皆さまに、出雲市の特産品
を進呈します。（5,000円相当）
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■出雲市にご寄附をいただいた場合（イメージ図）

■寄附金の申し込み方法
出雲市への寄附の手続き

出雲市への寄附手続きの流れ

【ふるさと納税制度とは】
　平成２０年度地方税法改正により、新たに創設された制度で、出身地などの自治体に寄附を行った場
合に、寄附金のうち５千円を超える部分について、住所地の自治体に納める住民税額の約１割を上限と
して、所得税と住民税を合わせて税額控除する制度です。

進呈する市特産品の一例進呈する市特産品の一例

①寄附申込み

③寄附

②納付書の送付

④領収証書、出雲市特産品申込書の送付

⑤ご希望の出雲市特産品の申込み

⑥出雲市特産品の送付

⑨住民税の税額控除
（控除後の税額で翌年度の住民税が課税）

⑦確定申告

（連絡）
（④領収証書を添付）

⑧所得税の税額軽減

①寄附金のうち、5,000円を超える部分について、住民税額の約1割
を上限に、所得税と住民税額が軽減されます。
②出雲市では、寄附金控除の対象外となる部分について、ご寄附いた
だいた皆さまに還元するべく、10,000円以上寄附をされた皆さま
に、出雲市の特産品を進呈します。（5,000円相当）

出雲市への寄附金（「日本の心のふるさと出雲」応援寄附金）は、以下の方法により申し込
みできます。
１．インターネットで申し込みの場合
　市ホームページ内の「しまね電子申請サービス」により申し込みができます。
　〈http://www.city.izumo.shimane.jp〉
２．郵送、ＦＡＸ、Ｅメールによる申し込みの場合
　寄附申込書に必要事項を記入のうえ、下記申し込み先まで送付してください。

■寄附金の振り込み方法
１．納付書による納付
　寄附の申し込みをいただきましたら、専用の納付書を郵送いたします。納付書に記載さ
れた金融機関の窓口で納付してください。
　（一部の金融機関に限られますが、振り込み手数料は必要ありません）
２．口座振込による納付
　寄附の申し込みをいただきましたら、後日、口座番号など振込先を連絡いたします。最寄
りの金融機関の窓口やＡＴＭを利用してお振り込みください。
　（振込手数料については、ご負担いただくようになります）

（例）住民税が35万円の方が、出雲市に4万円を寄附された場合

①住民税額の約1割を上限に
　税額が軽減されます。

②出雲市では、寄附金控除の対象外
　部分となる5,000円部分について、
　出雲市の特産品を進呈します。
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●寄附金（ふるさと納税）についての申し込み・おたずね
　出雲市役所　政策企画課　寄附金担当　ＴＥＬ（０８５３）２１－6274　ＦＡＸ（０８５３）２１－6729
　Ｅメール　seisaku＠city.izumo.shimane.jp
　ホームページ　http://www.city.izumo.shimane.jp

神西湖産大和しじみ 出雲そば 出雲ぜんざい 西条柿

広報いずも2009.8.6 4広報いずも 2009.8.65


